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修士論文 2020年度

“ITAKOTO”による

遺書の新しい概念のデザイン

カテゴリ：デザイン

論文要旨

現在の日本社会では、死と向き合うことが少なく、遺書というものは敬遠され

ている。これまで遺書は死期の近い人が家族や親しい人たちのために遺す文書と

考えられていたが、筆者は思考もはっきりし身体も元気なうちに遺書を作成した

際の作成者本人に及ぼす効果に着目した。そこで本研究では遺書作成前後のモチ

ベーションの変化を検証し、その結果をもとに遺書動画サービスの設計を試みた。

まず遺書作成がモチベーションに与える影響、および人々の遺書に対する意識と

課題を把握するために遺書作成および遺書に関する意識調査のアンケート・イン

タビューを実施した。その結果、遺書作成により、被験者の遺書に対するイメー

ジはネガティブなものからポジティブなものへと変化し、モチベーションの向上

が見られた。次に声や表情など文字だけでは伝えきれないことがあるということ、

また、本研究における遺書は法的なものではないことから、動画による遺書を提

案し、遺書動画サービス “ITAKOTO”のプロトタイプを設計した。運用後、イン

タビューにより利用者からのフィードバックを取得したところ、文字で遺書を遺す

よりも動画で遺書を遺す方が相手に直接話している感覚になり感情が入りやすく、

声や表情まで伝わるため文書による遺書より動画による遺書が求められることが

わかった。遺書動画サービスの実現可能性を示し、今後の課題も明らかにした。

キーワード：

デザイン, 遺書, モチベーション, 動画サービス, 死生観,
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Abstract of Master’s Thesis of Academic Year 2020

A New Concept of End Note Presented by “ITAKOTO”

Category: Design

Summary

The thesis also examined the changes of minds in people before and after writ-

ing ending notes. Through the trial sessions, the change of the attitudes of the

participants were observed. Various obstacles when the participants write their

end notes were also investigated through the interview sessions after the trials.

It is also indicated that the negative impression of participants to an end note

changed to be positive, and their motivation to write their end notes are improved

in many cases.

Based on the lessons from the trial sessions performed, a video service design is

proposed. As the service does not intent to provide legally valid testaments, it is

possible to design the end note system without legal restrictions and considera-

tions. In this thesis, a video message based end note system is proposed, and its

prototype named “ITAKOTO”is designed.

Trial participants evaluated the prototype positively as video messages may able

to express their emotions easily because they feel as if they are talking with the

targets. Tone of voice and facial expressions are also recorded.

The thesis describes various possibilities of video based end note system which

were not available in the legally valid written testaments.

Keywords:

Design, End note, Motivation, Video service, View of life and death

Keio University Graduate School of Media Design

Atsushi Tamura
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第 1 章

序 論

1.1. 研究背景

本研究を実行するきっかけとなったのは筆者のいくつかの体験からである。一

つは、筆者が成人してから年に一度、母から「私に何かあっても延命治療をしない

で欲しい」というメッセージを２６年間受け取っており、いざ急な判断を迫られ

た時に、家族が本人の意思に基づいて死に方を滞りなく判断することができたこ

とである。その後、母がメッセージを残したように自身も娘にメッセージを残す

べきだと感じ、実際に娘に手紙を書いた。娘のためにと書いた手紙だったが、書

いた結果、自身が大切にしている事が明確になり、今後の人生へのモチベーショ

ンが高まる体験をした。もう一つは、イタコが口寄せを行う場面に出会ったこと

である。クライアントが故人の言葉をイタコから受け取り、涙し、今後の生きる

活力を得たと語っていた。スピリチュアルなことかもしれないが、メッセージを

受け取ったクライアントは実際に前向きに変化しているという事実があった。こ

れらの体験から、身体も思考も元気なうちに自分の死に方やメッセージを伝える

ことで遺された人の憂いを取り除くことができ、さらには、思いを遺す側および

遺された側の双方にポジティブな変化を与えることができるのではないかと感じ

た。そこで自身の死に方やメッセージを伝える方法として何かより良い伝え方は

ないだろうかと考えるようになった。

現在、自身の死に方を伝えるツールとして遺書がある。そこで、遺書を利用す

ることで、ユーザーのモチベーションにポジティブな変化を与えることができる

ような既存にはないサービスを提供し、新しい文化や価値観の創造を目指したい。

本研究では、遺書作成を行うことにより、モチベーションの変化が生まれ、人生を

1



1. 序論 1.2. 日本の現状

前向きに生きていくことができるのではないかという仮説の元に、モチベーショ

ンの変化を検証し、また文字だけではなく動画でメッセージを残す遺書を提案し、

遺書動画サービスとしてその設計を検討することとした。

1.2. 日本の現状

1.2.1 社会の変容が生んだ現代の死生観

死は全ての人間にとって普遍的な肉体的現象である。だが、死をどう定義する

か、どう受け止めるのかは社会的、文化的なものであり、時代や地域によって異

なる。今日、日本では核家族化や少子化が進む中で、大家族が当たり前であった

時代に比べ、一つの家族の中でさえ人の死を経験する機会そのものが減っている。

また、プライバシーや防犯への意識から地域での人間関係は希薄化し、かつてコ

ミュニティの日々の暮らしの中で目にしてきた隣人の死も見えにくくなっている。

家族や地域共同体といった集団が揺らぎ、死は個人化してきているのである。さ

らに、江戸時代後期の平均寿命は五十年だったという研究報告があるが、ここわ

ずか二、三十年のあいだに、人生八十年の高齢社会を迎えた。老いと病の領域が

急速に拡大していく一方で、死というテーマは遠くへ押しやられ、覆い隠されて

しまっている。人間関係の希薄化、生活環境の変化の影響により、死と向き合う

ことが少なくなっているのが現状である。[1] [2] [3]

現在、日本社会において死を語ることや、死に方を語ることについてはタブー

とされており、家族、近親者、友人であってもほとんどが議論されていない。厚

生労働省の調査 [4]によると、自分が意思表示できなくなった際の医療・療養に関

する指示をした書面を準備しておくことに関する意識は、図 1.1に示す通り、一

般国民でも 2/3は賛成しており、明確に反対した人は 2.1％と少数であるにもか

かわらず、人生の最終段階における医療・療養について家族等と話し合ったこと

がある割合は４０％程度に止まる（図 1.2）。また、事前指示書の作成に賛成して

る人のうち、実際に作成している人の割合はわずか８.１％である（図 1.3）。さら

に、「どこで最期を迎えたいかを考える際に、重要だと思うこと」の問いに７３.

2



1. 序論 1.2. 日本の現状

３％が家族の負担にならないことと回答している（図 1.4）。家族の負担にならな

いように最期を迎えたいと考えていながら、家族での話し合いや理解を深め合う

ための議論を先送りにしてしまっている状況である。つまり、我が国では自身の

死に方を選択し、それを伝えて遂行することがなされていないのである。これか

ら死を迎える人の最後の尊厳を守ることが難しいことは由々しき事態である。

厚生労働省の調査 [4]から引用

図 1.1 指示書の作成に関する意識

厚生労働省の調査 [4]から引用

図 1.2 指示書について家族等との話し合いの有無

3



1. 序論 1.2. 日本の現状

厚生労働省の調査 [4]から引用

図 1.3 指示書の作成状況

厚生労働省の調査 [4]から引用

図 1.4 最期を迎える際に重要だと思うこと（複数回答可）

4



1. 序論 1.3. 本研究における「遺書」の定義

1.2.2 遺書の利用

病気などにより回復の見込みがなく、死期が迫っている状態、いわゆる終末期

において、本人がその意思を明確に表明できる状況である場合には、その意向表

明を尊重するという形がとられることは言うまでもない。しかし、特に問題とな

るのは、認知症であったり、事故や病気で本人の意識が不明となった状態に陥っ

た場合である。この場合、例えば延命治療を開始するか、あるいは継続するか否

かは大きな問題であり、家族や周りの人は判断を迫られる。そのような際に本人

の意思が最大限に尊重されることが何より重要である。

自身の死後、自分の意思を伝えることができるものとして遺書が利用されてい

る。生前語ったことは物として遺さなくても相手の心の中に残る。しかし、人の

記憶は次第に薄れ、事実とは違った内容として語られることもあり得る。文字と

して遺すことで、遺した本人の意向や事実がねじ曲げられることがなくなる。こ

の点が遺すことの大きな意味といえる。

日本の歴史を見渡しても、昭和ほど数多くの遺書が書かれた時代はない。戦争

に巻き込まれ、国家が破綻に近づいていく中、あらゆる階層、年代の人々が死を

身近に置いて日々を暮らしていた。昭和期に書かれた遺書を見てみると、そのと

きどきの世相や社会の状況が色濃く反映されている。死を身近に感じていた時代

だからこそ遺書が数多く書かれていた。しかしながら、死を意識しなくなった現

代日本において、遺書は余命宣告された患者や自殺する人のような死ぬ間際の限

られた人の利用に止まっている。また、こういった現状から遺書はネガティブな

イメージも持たれやすく、さらに敬遠されてしまう一つの要因になっている。し

かしながら、本来遺書は思いを正確に伝えることができ、受け取り手にとっても

有用なものであり、多くの人に利用されるべきものである。[5] [6]

1.3. 本研究における「遺書」の定義

本研究における「遺書」とは、死ぬ間際だけでなく元気なうちに作成し、自身の

気持ちや思いを大切な人へ伝えるためのメッセージのことである。民法第 902条、
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1. 序論 1.4. 研究の目的

第 968条、第 969条等に規程される「遺言」とは異なり、法的効力は持たない。

1.4. 研究の目的

大切な人へ思いを伝えるツールである遺書を作成することで、作成者の内発的

動機に影響を与え、モチベーションを向上させることができるのではないかと考

える。遺書作成がモチベーションに影響を与えることを明らかにすることで、そ

の要因や過程に基づいたサービスの設計を行うことができるようになり、より有

用性の高いサービスを提供できるようになる。また文字だけではなく動画でメッ

セージを残すことでより感情等を反映した遺書を作成することができるようにな

ると考えている。

以上から本研究では、遺書作成によるモチベーションの変化を検証するととも

に、その分析結果を活用し遺書動画サービスの設計について検討する。

1.5. 本論文の構成

本論文は、研究背景と本研究における「遺書」の定義と目的について述べた本

章を含めて全６章で構成される。第２章では、本研究における関連事例として、

遺書と遺言書についてや先行研究について述べる。第３章では、遺書作成がモチ

ベーションに与える影響および人々の遺書に対する意識と課題の把握について、

調査方法と結果と考察をまとめる。第４章では、第３章をもとにサービス設計を

検討し、プロトタイプを設計する。第５章では、プロトタイプのユーザー評価を

検証し、結果と考察をまとめる。第６章では、本研究の結論、今後の課題と展望、

およびサービスの実用に向けた考察をまとめる。
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第 2 章

関 連 事 例

2.1. 遺書と遺言書

遺書についての関連研究を調べたところ、遺言書に関する研究は多く存在して

いるが、遺書自体についての研究は見当たらない。遺書と遺言書については後述

するとして、遺書の領域は深く研究されている領域ではないと考えられる。

2.1.1 遺言書の歴史

日本では奈良時代の中頃となる西暦 757年に制定された「養老律令」という法

令で遺言書の制度が登場する。「養老律令」における遺言制度では、書面に残し

ておけば生前に財産処分の方法を決めておけるというものであった。奈良時代で

は、読み書きが出来る人の割合は高くなく、書面に残さなければならなかったの

で、一般庶民にまで広く利用されていた制度ではなかった。

奈良時代以降、平安時代、鎌倉時代になると遺言書で財産分与について決め、

死後に残された人が財産を受け継ぐのではなく、生前に財産を分けてしまうこと

が一般的な形となっていった。しかし、相続に関すること、後継者の指名、後見

人の氏名などが遺言書として書面で残されることもあった。

その後戦国時代、江戸時代における遺言書は諸説あるが、財産処分に関するこ

とよりも、各家庭や一族に伝わる戒めや教えを示す内容が多かった。

明治時代から戦前においては、旧民法において家督相続（長子相続ともいう）

の制度が存在していたため、遺言書で財産分与に関することを書き残しておくと

いうことは基本的に無くなった。家督相続は、家を継ぐのは原則的に故人の長男

となり、この長男が全ての財産を引き継ぐというものである。
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2. 関連事例 2.1. 遺書と遺言書

戦後、新しい民法では家督相続の制度は廃止され、故人の配偶者や子供など一

定の範囲の家族親族が法定の割合で財産を分けるというルールになった。このルー

ルでは財産分与の方法が定められていないこと、財産処分の方法に自由を求める

機運が高まったことなどを背景に遺言書を作成するケースが増えていくようにな

り、現在に至っている。[7]

2.1.2 遺書と遺言書への国民の意識

遺書と遺言書は異なるものである。遺言書とは、法に基づいた形式で作られて

おり、財産の相続分の指定や遺贈などについて書かれている法的効果を持つもの

を指す。一方で、遺書とは、家族や友人など身近な人に、本人の気持ちや思いを

手紙などで伝えるメッセージ的なものである。大きな違いは、法的な効力の有無

である [8]。

Twitterによるアンケート調査は、単純で簡単な問いに対しての回答を効率よ

く手早く得ることができるという報告 [9]もあり、筆者は自身のTwitterを用いて

2020年 10月 20日から 2日間かけて、「遺言と遺言書の違いを説明できますか？」

という単純で簡単な質問を投げかけた。総回答者数 27680人のうち、71％の人が

遺書と遺言書の違いを説明できないという結果が得られた。７割以上の人が遺書

と遺言書の違いを認識していないのである。

また、遺言書に関する意識調査として、2017年度の法務省調査で「我が国にお

ける自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査 (2018

年 2月調査)」[10]というものがある。この調査は、全国の 55歳以上の約 8000人

を対象としてアンケート調査 (全体調査)をしたものである。全体調査の回答者の

うち、自筆証書遺言に関心がある者を世代別・性別に 1000人程度抽出し、遺言作

成者・作成意向者調査を実施したものである。この調査結果から、約９割の人が

「遺言書」を作成したことがなく、「遺言書を作成したい」と考えている人は 1割

であることが分かった。さらに、相続に関する意識調査として、2017年に実施さ

れた民間企業 (ハイアス・アンド・カンパニー株式会社)のインターネットによる

アンケート調査 [11]によると、1210人の回答が得られ、8割の人は「家族で相続

の話し合いをしたことがない」、8割強の人が「相続対策は何もしていない」とい
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2. 関連事例 2.1. 遺書と遺言書

うことが分かった。このことから、遺書や遺言書について、国民の意識はとても

低いと言える。遺書の研究が少ないことの一つの要因だと考えられる。

2.1.3 遺言書の作成状況

はじめに、遺言書の種類について言及しておく。遺言書の種類には原則として、

自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がある。自筆証書遺言は、遺言者が

全て自筆で作る遺言書で、筆記用具と印鑑だけがあれば誰でも簡単に作ることが

できる。証人が要らず費用もかからない。偽造等を防ぎ、内容を確認するために、

家庭裁判所の検認という手続きが必要である。秘密証書遺言は、遺言者が自ら遺

言を作成して封印をし、それを公証してもらうというものである。遺言書を誰に

も知られずに保管したい場合は、この方法が用いられる。自筆証書遺言と同様、検

認を受ける必要がある。公正証書遺言は、遺言者はその内容を口頭で述べ、2人以

上の証人が立ち会い、公証人が文書にする。そのため偽造等の心配はないが、作

成に費用がかかる。いずれにしても書面で残しておくことが条件で、録音やデー

タなどは無効である。[5]

実際の遺言書作成の状況について、家庭裁判所における自筆証書遺言及び秘密

証書遺言の検認件数（新受件数）は、次の通り増加してきている。1985(昭和 60)

年には、3301件であったのが、2003(平成 15)年には 1万 1364件、2017(平成 29)

年には 1万 7394件となっている。公正証書遺言の作成件数は、2017(平成 29)年に

11万 191件である。因みに、平成 29年の死亡者数は、134万 433人である。同年

の自筆証書遺言及び秘密証書遺言の検認件数 (1万 7394件)と公正証書遺言の作成

件数 (11万 191件)を足し合わせても、12万 7585件であり、遺言の利用者は、死

亡者数の 9.5％でしかないことがわかる。ただし自筆証書遺言のうちどの程度の

割合について検認がされているかは明らかではない。

しかしながら、2018(平成 30)年の相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式

緩和 (民法第 968条関係)が盛り込まれた。この目的は、自筆証書遺言をより利用

しやすいものとするためである。相続財産等 (民法第 997条第 1項に規定する場合

における同項の規定する権利を含む)の「財産目録」を遺言証書に添付する場合に

は、その目録については自書を要しないことになった。自筆証書遺言は、これら

9



2. 関連事例 2.2. 文字・音声・動画の媒体比較

の全文を自書しなければならなかった為、遺産が多くある場合、細かく書き残し

ておくためには、相当の時間と労力が必要であった。特に高齢者の場合は、自筆

証書遺言の作成自体を諦める人も多くいたと推測される。しかしそれが法改正に

より緩和しつつある。[10]

前述したように、遺書や遺言書への国民の意識は低いが、そのような中でもこ

のように遺言書についての調査や法改正は進んでいる。しかし一方、遺書につい

ては情報が少なく、研究が十分になされていないのである。

2.2. 文字・音声・動画の媒体比較

従来、遺書は文書という形で作成されてきた。しかし、現代では様々なメディ

アが発展しており、それに伴い、遺書も新しい形が創造されるべきではないだろ

うか。文書である遺書から、音声や動画を利用する遺書など、遺書を遺す際にど

のような媒体での作成が受け取り手にきちんと伝わる遺書となり得るのか、遺書

に相応しい媒体を模索したい。

2.2.1 視覚と聴覚の記憶への影響

文章を視覚と聴覚で提示した場合の記憶への影響を明らかにしている研究 [12]

がある。課題文を画面提示する場合と音声で読み上げる場合での提示文章の内容

について問題文により真偽判定する実験を行い、記憶成績を検証している。記憶

成績は提示文章に関する問題文の真偽判定における正答率と反応で評価している。

また、伝達内容の量による記憶成績への影響にも言及している。実験結果から、3

～5命題課題において、視覚提示時の正答率は聴覚提示時の正答率より有意に高

いことが示されている。また、聴覚提示について、2～5命題課題においては、提

示文章の命題数増加に伴い正答率は有意に低下するとしている。聴覚提示では視

覚提示よりも課題文の記憶が困難であることがわかり、また聴覚提示では命題数

が増えると課題文の記憶が困難になることが示されている。つまり、記憶につい

ては視覚提示の方が聴覚提示よりも有意に高く、伝達内容の量も記憶に影響を与
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2. 関連事例 2.2. 文字・音声・動画の媒体比較

えることが明らかにされた。このことから、聴覚よりも視覚による記憶の方がし

やすいと言える。

しかしながら、次のような研究もある。この研究 [13]では、名前を覚えるとい

う場面において、異なる媒体を用いた場合の記憶力の特徴について被験者実験に

より明らかにされている。ディスプレイ、名刺、音声の３種類の媒体を使用し、名

前と顔写真の一致の正答率を分析し、異なる媒体において名前を覚える能力に差

があるのか、また、名前を覚えるのに適した媒体があるのかについて検証してい

る。実験結果から、単体の媒体による記憶量の差は大きくなかったが、媒体の違

いや性別の違いによって間違え方に差があることが示されている。アンケートで

は最も記憶しやすい媒体は音声であるという回答が得られている。しかし不正解

の割合が高いこともわかっている。一方、ディスプレイ表示では人の名前が印象

に残りづらいことが示されている。このことから、視覚よりも聴覚による記憶の

方がしやすいと言える。

この２つの研究からわかるように、視覚の方が記憶しやすい場合と聴覚の方が

記憶しやすい場合のどちらも報告されている。遺書は文書であるため視覚情報で

あるが、視覚と聴覚のどちらの要素も持つ媒体は動画である。遺書を動画で遺す

ことで、従来の遺書より記憶しやすく、心に残るものになると考えられる。動画

による遺書はより有用なものになる可能性があるのではないだろうか。　　

2.2.2 紙媒体と動画媒体における理解度の比較

紙媒体と動画媒体における理解度についての比較検証をした研究 [14]がある。

吸入用デバイスを用いて吸入操作時の操作方法に関する理解度の調査を行い、わ

かりやすい説明媒体の比較検証をしている。動画媒体の方が吸入手技に間違いが

少なく、操作時間も短いことから、より理解しやすい媒体であると明らかにされ

ている。また、動画媒体を見た後に紙媒体で補足することにより、さらに理解度

が高まると推察され、動画媒体の使用を中心に紙媒体を補助的に使用することが

理解度の向上に繋がると示唆されている。紙媒体では文字を繰り返し読まなけれ

ば必要な情報を理解することができないが、音声による情報も加わる動画媒体で

は、それだけで紙媒体と同等の情報を得ることができ、より理解しやすい媒体で
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あるとしている。

このことから、従来の文書による遺書よりも動画による遺書の方が受け取り手

にとって理解しやすく伝わりやすいものになると考えられる。

2.2.3 情報伝達手段としての文字・画像・動画の的確さ

既存のメディアでは完全な情報伝達には無理があるが、少しでもミスコミュニ

ケーションを起こさないようにする為には、どのような情報伝達手段を使うこと

が有効なのかを考察している研究 [15]がある。

あらゆる情報伝達の基盤が言語を表象する文字である。他者へ情報を最も自在

に伝えられる道具としては言語が最も効率的であったと考えられるが、放ってお

けば消失する言語を文字という道具により静的に残すことが可能となり、世代や

地理的制限を超えたコミュニケーションを可能としてきた。しかし、言語コミュ

ニケーションには伝えきれない情報が存在し、意思疎通には限界が存在している。

それは、脳に描かれたイメージが言語を介して相手に伝えようとするために、そ

もそも伝えられない情報が言語に置き換えられて伝えられようとしており、伝え

られた言葉には「解釈」が生まれてくる余地が発生する。解釈という主観的な多

義性が誤解を生み、正しいコミュニケーションが出来なくなる可能性が常にある。

この研究では、コミュニケーションの本質である情報伝達には本来無理があり、

その情報が十分に伝わっていない状態は避けられないものであるとし、この状態

を解消する道具として、コンピューターを使った情報通信が考えられている。そ

こでの尺度は、コンピューター上のファイル容量という量的な尺度で考察されて

いる。インターネット上のあるサイトのページにおける文字数と画像サイズと 1

秒間の動画（画像サイズ×フレーム数＋音声ファイル容量）のファイル容量を算

出して比較検証すると、画像は文字の 538倍、動画は画像の 30倍の情報量を持つ

ことが示されている。60秒の動画においては、文字の 100万倍の情報量である。

すなわち、言語およびその表記方法である文字を使わざるを得なかったコミュニ

ケーションと、動画を使い的確な情報伝達ができる環境では、コミュニケーショ

ン能力が格段に向上することは明白であるとしている。
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このことから、情報伝達手段として、文字よりも画像、画像よりも動画を利用

することで、ミスコミュニケーションが起きにくく、誤解のない正しい意思疎通

に近づくことができると言える。

2.3. 本研究の意義

これまで遺書は、死期が近い人が家族や親しい人たちのために遺すものであっ

たが、自分自身の為に作成する遺書という新しい概念を提案する。筆者は遺書を

遺す本人の思考がはっきりして身体も元気なうちに遺書を作成することで、モチ

ベーションが向上し前向きに生きていけるのではないかと考える。遺書作成とモチ

ベーションに関する先行研究はこれまでになく、本研究では遺書作成者のモチベー

ション向上に遺書というものがどう関係するのかをアンケート、インタビュー、プ

ロトタイプを用いて検証する。
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第 3 章

遺書作成とモチベーション

3.1. 遺書作成およびアンケート調査

3.1.1 調査の目的と概要

遺書動画サービスの設計に向けて、遺書作成がモチベーションに与える影響、

および人々の遺書に対する意識と課題を把握するために、遺書作成および遺書に

関する意識調査のアンケートを行った。2020年 10月～11月、新型コロナウイル

スの影響で直接被験者に会うことを避けるために、筆者の Twitterにて先入観等

がないよう実験内容は伏せて被験者を募り、端末から複数人での同時参加が可能

なビデオ・Web会議アプリケーション ZOOMで対面した後、実験内容を説明し

た（図 3.1）。SNS特性上、素性がわかりにくいので、本名での参加、メールアド

レスの登録、可能な限りの面通しが可能な人のみをGoogleフォームのアンケート

へ誘導し、回答を依頼した。Googleフォームにて遺書を実際に作成してもらい、

また、遺書作成前後で遺書に関する意識調査のアンケートを実施した。被験者は

年代、性別問わず募った。

図 3.1 zoomでの調査風景
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

遺書の作成については、下記のガイドラインのもと実施した。

• 静かな個室に一人の状態でご参加お願い致します。

• 十分に時間がある状態でのご参加をお願い致します。

• 調査の様子はレコーディングさせて頂きますが、公開することはありません。

• 今から遺書を書いてみてください。

• 書いて頂いた遺書を公開することはありません。

• 制限時間はありません。

• 何度書き直しても構いません。

• どなた宛でも構いません。

• 書き方や内容は全て自由です。

• 漢字など分からなければ平仮名で構いません。

• 可能な方は書いている姿が映るように画面を調整してください。

• アンケートを開始しましたら、チャットの使用はお控えください。

• アンケート、遺書作成が終わり次第退出して頂いて構いません。

• もしご協力が難しい方は途中でも自由に退出して頂いて構いません。

3.1.2 被験者について

• 被験者は 217人

• 男性 136人（62.7％）、女性 81人（37.4％）

• 10代 16人（7.4％）、20代 64人（29.5％）、30代 63人（29％）、40代 48人

（22.1％）、50代 22人（10.1％）、60代 4人（1.8％）

• 配偶者あり 84人（38.7％）、配偶者なし 113人（61.3％）

• 子あり 74人（34.1％）、子なし 143人（65.9％）

また、被験者の経験や行動に関して、アンケート調査の結果を図 3.2に示す。
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

図 3.2 被験者の経験や行動に関して

3.1.3 アンケート調査結果

（１）設問「遺書を書こうと思ったことがあるか」について

遺書作成前のアンケートの設問「遺書を書こうと思ったことはありますか？」に

ついて結果をまとめる。性別、年代、配偶者の有無、子の有無、身近な人の死の

経験の有無、死を覚悟するような事故や病気の経験の有無、死が怖いと感じるか

否か、死後のことを考えたことがあるか否か、の属性による差異も検証した。

遺書作成前の設問「遺書を書こうと思ったことはありますか？」について、あ

ると回答した人は 47.4％、ないと回答した人は 52.6％であった。あると回答した

人に遺書を書こうと思ったのはどの程度か問うたところ、「思っただけ」と回答し

た人が 40.8％と最も多く、次いで「実際に書いた」が 24.3％であった (図 3.3）。

性別で比較すると、遺書を書こうと思ったことがあると回答した男性は 37.8％に

対して、女性は 64.6％と大きな差が見られ、年代で比較すると、遺書を書こうと

思ったことがあると回答した 10代は 41.7％、20代は 43.8％、30代は 45.2％、40
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

代は 54.5％、50代は 63.6％と年代が高くなるほど遺書を書こうと思ったことが

ある割合が高かった（図 3.4）。40代、50代は半数以上であった。また、身近な

人の死の経験の有無における比較においては、遺書を書こうと思ったことがある

割合は、身近な人の死の経験のある人が 53.8％に対して、身近な人の死の経験の

ない人は 22.7％であり、死を覚悟するような事故や病気の経験の有無の比較にお

いても、遺書を書こうと思ったことがある割合は、事故や病気の経験のある人が

59.3％に対して、事故や病気の経験のない人は 23.5％で、ともに大きな差が見ら

れた（図 3.5）。また、死を怖いと感じる人、死を怖いと感じない人、死が怖いかど

うかわからない人の比較では、死に対して恐怖を感じていない人が遺書を書こう

と思ったことがある割合が高く、死に対して恐怖を感じる人および死が怖いかど

うか判断できない人が遺書を書こうと思ったことがある割合が低かった（図 3.6）。

自分の死後について考えたことの有無における比較では、遺書を書こうと思った

ことがある割合は、自分の死後について考えたことのある人が 52.2％に対して、

自分の死後について考えたことのない人は 24.2％と大きな差が見られた。

図 3.3 遺書への取り組み方
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

図 3.4 性別、年代別にみる遺書への関心度

図 3.5 死に関する経験による遺書への関心度

図 3.6 死に対する意識による遺書への関心度
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

また、設問「遺書を書こうと思ったことがあると答えた方へ、なぜ書こうと思っ

たのですか？」については、「その他」と回答した人が 38.5％と最も多かった（図

3.7）。「その他」を具体的に記述してもらったものを表 3.1に示す。「死にたいと

思ったから」「いつ死ぬかわからないと感じたから」「財産分与を考えたから」と

いう回答が多かった。

図 3.7 遺書作成の理由

表 3.1 遺書を書こうと思った理由

死にたいと思ったから 7

いつ死ぬかわからないと感じたから 6

財産分与を考えたから 6

他人に勧められたから 5

他人の死に触れたから 1

身近な人に感謝したいから 1
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

以上のことからまとめると、　　

• 遺書を書こうと思ったことがあるのは半数程度で、そのうち実際に書いた人

は２割程度であった。つまり、遺書を実際に書いたことがある人は全体の 1

割程度である。遺書を書こうと思っても実際に書くまでに至らない人が多い

ことがわかった。簡単に気軽に遺書を作成できる機会が必要である。

• 遺書を書こうと思ったことがあるのは男性より女性の方が多かった。女性の

方が遺書への関心が高いと考えられる。

• 年代が高くなるほど遺書を書こうと思ったことがある割合が高かった。40

代、50代は半数以上であった。特に 40代以上の人が遺書への関心が高いこ

とがわかった。年齢が高くなるほど、自分の死が身近になってきたり、周り

の人の死を体験する機会が増えるため、死について考えることが多く、遺書

への関心に繋がっていると考えられる。

• 身近な人の死の経験や、死を覚悟するような事故や病気の経験がある人の方

が遺書を書こうと思ったことがある割合が高かった。生死に関する経験の有

無が遺書への関心に影響していると言える。

• 死に対して恐怖を感じていない人の方が遺書を書こうと思ったことがある人

が多い。逆に、死に対して恐怖を感じる人および死が怖いかどうか判断でき

ない人の方が遺書を書こうと思ったことがない人が多い。死に対して恐怖を

感じていない人は冷静に死について考えられているが、一方、死に対して恐

怖を感じる人や怖いか判断できない人は死を遠ざけ、死について考えること

をしていないのではないかと考えられる。普段から死について気軽に考える

機会が必要である。

• 自分の死後について考えたことのある人の方が遺書を書こうと思ったことが

ある割合が高かった。普段から自分の死後について考えていれば、自ずと遺

書を作成するという選択肢が出てくるのではないだろうか。

• 遺書を書こうと思った理由から、遺書は自殺や財産分与のためのものという

認識の人が多いことがわかった。これは遺書を書いたことがある人が 1割程
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

度と少ないことの要因であると考えられる。筆者は遺書とは大切な人への最

期のメッセージという認識であるべきだと考える。

（２）設問「遺書をまた書きたいか」について

遺書作成後のアンケートの設問「遺書をまた書きたいと思いますか？」につい

て結果をまとめる。年代、配偶者の有無、子の有無の属性による差異も検証した。

遺書作成後の設問「遺書をまた書きたいと思いますか？」について、はいと回答

した人は 69.6％、いいえと回答した人は 2.8％、わからないと回答した人は 27.6％

であった。年代で比較すると、遺書をまた書きたいと回答した 10代～40代は 6～

7割であり、50代に至っては 9割であった (図 3.8）。

図 3.8 年代別にみる遺書再試行への関心度

また、遺書をまた書きたいと回答した人に、次は何を改善したいかについて問

い、集計したものを表 3.2に示す。「もっと具体的に書きたい」「構成など整理し

て書きたい」「時間をかけて書きたい」というような回答が多かった。
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

　　

表 3.2 改善したいこと

　　

もっと具体的に書きたい 27 飾らずに素直に書きたい 5

構成など整理して書きたい 13 書き足りない 4

時間をかけて書きたい 11 法律を学んで書きたい 4

語彙、内容を濃くしたい 8 前向きに、明るく書きたい 4

感謝の気持ちを書きたい 7 簡潔に書きたい 3

もっと丁寧に書きたい 6 他の人にも書きたい 3

一人一人に書きたい 6 特になし 3

書く相手を決めてから書きたい 6 定期的に書きたい 2

手書きにしたい 6

１回答群

残りの人生を改善したい / データで管理したい

家族が知りたいことを織り交ぜたい / 書くときのアドバイスが欲しい　など

以上のことからまとめると、

• 遺書作成後、遺書をまた書きたいと思った人は 7割であった。50代に至っ

ては 9割であった。遺書を一度書いてみるとまた書きたいと思う人が多いと

言える。一度目の遺書作成を試してみてもらうことが重要であると考えら

れる。

• 次回遺書作成の際に改善したいことについて、もっと具体的に、構成など整

理して、時間をかけて書きたいというような回答が多かった。いきなり遺書

を書くのではなく、書く前に考える時間が必要であることがわかった。下書

きなどすることで、作成者にとって満足度の高い遺書を作成できると考えら

れる。
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

（３）設問「遺書は書いた方が良いか」について

「遺書は書いた方が良いと思いますか？」の設問においては、性別、年代、配

偶者の有無、子の有無、身近な人の死の経験の有無、死を覚悟するような事故や

病気の経験の有無、死が怖いと感じるか否か、自分の死後について考えたことが

あるか否か、の属性による結果の差異を検証するとともに、遺書作成前後のアン

ケートで共通の設問でもあるため、遺書作成前後の変化も検証した。

遺書は書いた方が良いと思うと回答した割合は、遺書作成前後とも 8割以上で

あった。遺書作成前後の変化としては、82.2％から 85.4％と微増であった。遺書

作成前の調査結果では、身近な人の死の経験の有無における比較において、遺書

は書いた方が良いと思う割合は、身近な人の死の経験のある人が 85.9％、身近な

人の死の経験のない人が 72.7％で差が見られた（図 3.9）。自分の死後について考

えたことがあるか否かにおける比較においても、遺書は書いた方が良いと思う割

合は、自分の死後について考えたことのある人が 85.6％に対して、自分の死後に

ついて考えたことのない人は 66.7％と差が見られた（図 3.10）。また、遺書を書

いた方が良いと思わない人は、配偶者あり、子ありの人にはいなかったが、配偶

者なし、子なしの人には 1.5％程度いた。遺書作成後の調査結果では、属性によ

る差異はあまり見られなかった。

図 3.9 死に関する経験による遺書への意識
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

図 3.10 死に対する意識による遺書への意識

以上のことからまとめると、

• 遺書作成前後ともに 8割以上の人が遺書を書いた方が良いと思うと回答して

いるにも関わらず、遺書を実際に書いたことのある人は（1）で前述の通り

少ない。ここでも、やはり簡単に気軽に遺書を作成できる機会が必要である

と言える。

• 遺書作成前において、自分の死後について考えたことがある人の方が遺書を

書いた方がいいと思う、および身近な人の死の経験がある人の方が遺書を書

いた方がいいと思うとわかった。（1）での結果と似たような結果であった。

• 遺書作成前において、配偶者や子を持たない人の中には遺書を書いた方がい

いとは思わない人が少数いた。遺書は家族へ書くものという認識の人が多い

ためと考えると、配偶者や子を持たない人にも、遺書は家族だけでなく大切

な人へのメッセージという認識を提示できたら遺書への関心度が上がると考

えられる。

• 遺書作成後は属性に影響されないことがわかった。一度遺書を作成すれば属

性に関わらず、遺書は書いた方が良いという認識を与えられると言える。
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

（４）「遺書に対するイメージキーワード」および設問「遺書はいつ書くべきか」

について

遺書作成前後のアンケートにおいて、共通の設問として「遺書にどんなイメー

ジを持っていますか？５つキーワードを書いてください。」、「遺書はいつ書くべ

きだと思いますか？」を設けており、これらの設問において遺書作成前後の変化

を検証した。

遺書に対するイメージキーワードについては、遺書作成前後で集計したものを

表 3.3、表 3.4、表 3.5に示す。「遺産、財産」「死、自殺」「暗い、怖い」などのネガ

ティブな単語は、遺書作成後に大きく減少しており、逆に「感謝」「未来、希望」

「生き方、心の整理」などのポジティブな単語は遺書作成後に大きく増加した。ま

た、「自分」「謝罪」という単語は、遺書作成前にはほぼ見られなかったが、遺書

作成後に新たに出現して大きく増加した。

表 3.3 遺書作成後に大きく減ったキーワード

遺書作成前 遺書作成後

遺産、資産、財産、土地、お金 117 29

死、自殺、死後 127 20

トラブル、暗い、怖い、重い 53 5

表 3.4 遺書作成後に大きく増えたたキーワード
遺書作成前 遺書作成後

感謝 53 94

希望、未来 21 60

生き方、心の整理 2 25

　
表 3.5 遺書作成後に新たに出現したキーワード

遺書作成前 遺書作成後

自分 0 20

謝罪 0 10
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

また、設問「遺書はいつ書くべきだと思いますか？」の回答結果（図 3.11)は、

遺書作成前では「死期が分かってから」と回答した人が最も多く、41.2％であっ

た。遺書作成後では、「その他」と回答した人が多く、44.0％であった。「その他」

を具体的に記述してもらったものを表 3.6に示す。「その他」には「定期的に」「書

きたいとき」「家族が増えたとき」という回答が多かった。

図 3.11 遺書作成のタイミング

表 3.6 いつ書くべきか（遺書作成後）

定期的に 23

書きたいとき 18

家族が増えたとき、または離婚したとき 7

伝達すべき内容ができたとき 6

死を覚悟したとき 4

思考がはっきりしてるうちに 4

早ければ早いほど 3

命の危険が脅かされるとき 3

（１回答群）定年したら/自殺するとき など
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

以上のことからまとめると、　　　　

• イメージキーワードについて作成前後での変化について、「遺産、財産」「死、

自殺」「暗い、怖い」などのネガティブな単語は、遺書作成後に大きく減少

しており、逆に「感謝」「未来、希望」「生き方、心の整理」などのポジティ

ブな単語は遺書作成後に大きく増加した。また、「自分」「謝罪」という単語

は、遺書作成前にはほぼ見られなかったが、遺書作成後に大きく増加した。

遺書作成前後において、遺書に対するイメージはネガティブなものからポジ

ティブなものへと変化したと言える。

• 遺書はいつ書くべきかについて、遺書作成前は「死期が分かってから」とい

う人が多かったが、遺書作成後は「定期的に」「書きたいとき」「家族が増え

たとき」という回答が多かった。遺書作成前は遺書は死ぬ間際に書くものと

いう認識の人が多いが、実際に遺書を作成してみると、定期的に書くもの、

書きたいときに書くもの、家族が増えたときに書くものなどと遺書への認識

が変化した。遺書は何度でも書きたい時に書くことで、伝えたいことがより

的確に伝えられる遺書となり、作成者の満足感が得られると考えられる。ま

た定期的に書いた遺書を全て保存し、遺書の変遷を遺すことでより深みのあ

る遺書が完成すると考える。

（５）設問「今から遺書を書くことに対してどんな気持ちか」について

遺書作成前のアンケートの設問「今から遺書を書くことに対してどんな気持ち

ですか？」について、集計したものを表 3.7に示す。遺書作成前の気持ちは、「良

い機会」「楽しみ」などという積極的な気持ちであった人がいる一方、「不安」「怖

い」などという消極的な気持ちであった人も同程度いた。「不思議」「何を書いて

いいかわからない」という回答もあった。
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3. 遺書作成とモチベーション 3.1. 遺書作成およびアンケート調査

表 3.7 遺書作成前の気持ち
良い機会 11 これから死ぬような気持ち 4

特に何も感じない 11 恥ずかしい 3

ドキドキ、ワクワク 9 面倒 3

不思議 9 楽しみ 3

不安 8 自分と向き合いたい 3

実感がない 8 書けるか疑問 2

戸惑う 8 気が重い 2

前向きな気持ち 8 気合が入る 2

怖い 6 まとまってない 2

何を書いて良いかわからない 6 書くには早すぎる 2

緊張 4

１回答群

穏やかな気持ち / 死を受け止めきれない

とりあえずやってみる / 寂しい / 複雑　など

以上のことからまとめると、

• 遺書作成前の気持ちは、「良い機会」「楽しみ」などという積極的な気持ちで

あった人がいる一方、「不安」「怖い」などという消極的な気持ちであった人

も同程度いた。「不思議」「何を書いていいかわからない」という回答もあっ

た。今回は実験内容を伏せて被験者を募ったので、消極的な気持ちの人や戸

惑う人もいたが、そういった人は実際のサービスを利用してくれるところま

で至らない。遺書作成に対して、積極的な気持ちを誘発させるものが必要で

ある。
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（６）「思ったこと・感じたこと・気づいたこと」および「作成前後での変化」に

ついて

遺書作成後のアンケートの設問「遺書を作成してみて思ったことや感じたこと

や気付いたこと等、何かありますか？」、「遺書を書く前と書いた後に何か変化を

感じますか？」について、多かった回答を下記に示す。

- 自分の気持ちの整理ができてスッキリした。客観的に自分をみることがで

き、本当の自分を知る大切な方法の一つだと気付かされた。

- 感謝が増した。相手のことをより大切にしたいと感じた。

- 明日からしっかり生きようと思った。今からまた一日一日を大切に生きよう

と思えた。

- 普段死を意識していないということが認識できた。

- 死への恐怖が少し薄れた気がした。死への恐怖がなくなった。

- いつ死んでも伝えたいことが伝わるという安心感が生まれた。今後の不安が

少しだけ解消された。少しだけ気が楽になった気がする。

- 実際のイメージより、書き終わった後は気持ちは明るかった。

- 意外と何を書けばいいかまとまらなかった。何をどう書いて良いかわから

ない。

- 死後の自分の気持ちを書くことは想像し難く、難しかった。

- 相手が辛くならないようなもの、気持ちが軽くなるようなものにしたいと

思った。

- 何度も書き直しが必要。状況や気持ちは変化するものなので、都度定期的に

更新する必要性があると思った。
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以上のことからまとめると、

　　

• 遺書作成後は前向きな思いや気づきがほとんどであった。遺書作成は作成者

にポジティブな効果を与えることができると言える。

• 何を書けばいいかまとまらない、何をどう書いて良いかわからないという人

もいた。遺書について考えたことがないためであると推測できるが、考える

機会を与えることで考えもまとまり、伝えたい内容も出てくるのではないだ

ろうか。また、見本のようなものや書き方ガイドのようなものを提示するこ

とも必要であるかもしれない。

• 何度も書き直しが必要、定期的に更新したいという人もいた。遺書作成後、

遺書に対して前向きな姿勢が見られ、関心が高くなっていると考えられる。

（７）特に気になった回答について

遺書作成後のアンケートの設問「遺書を作成してみて思ったことや感じたこと

や気付いたこと等、何かありますか？」、「遺書を書く前と書いた後に何か変化を

感じますか？」について、特に気になった回答を下記に示す。　　

- 実際書いてみると、想像してた内容と違っていて自分でもびっくりだった。

- 書く前はあれこれ伝えようと意気込んでいたが、実際に書いてみると不思議

と伝えたいことはシンプルだった。

- 遺言ではなく、手紙だなと感じた。

- 死に直面しないと書けないと思った。死が近くないと具体的な遺書は書けな

い気がした。

- 今から死ぬのかと錯覚してしまう。少し気持ちが落ち込んだ。
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- 死と向き合うことはかなり精神的エネルギーを使うのかもしれなく、僕は今

元気だから書けるが、病気になったらわからないなと思った。

- 書面も良いが、実際に話した感じやいつものニュアンスなど、自分の口で説

明したいと思った。

- 受け取ることを考えると、文字での遺書より声を聞きたい。日常の何気ない

その人の映像などが欲しい。

3.2. インタビュー調査

3.2.1 調査の目的と概要

遺書に対する意識と課題をより深く詳細に把握するために、個別に 1対 1のイ

ンタビュー調査を zoomにて行った。前述の遺書を作成した被験者 217人のうち、

インタビュー調査に同意した 148人の中から無作為で 13人選出し、下記の３点を

中心に遺書に関するインタビュー調査を 3.1の遺書作成・アンケート調査の直後

に実施した。

- 遺書作成後のモチベーションの変化

- 遺書に対するイメージの変化

- 作成中の心情の変化

また、この被験者のうち５人に経過観察を目的として、下記の２点を中心に１

週間後にインタビュー調査を再度実施した。

- 遺書作成後のモチベーションの変化

- 作成してからの自身の言動の変化
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3.2.2 被験者のプロフィール

被験者A : 28歳女性 / 精神科看護師

母、兄、妹、祖父の５人家族。2020年 8月、同僚（顔見知り程度）の死を

経験。原因は自殺と推測されている。中学生の時に自殺を考えたことあり。

職業柄、患者さんが精神的に病んでいる姿をみて色々と考えさせられる機会

が多い環境。

被験者B : 36歳女性 / 主婦

５歳と２歳の子供がおり、毎日家事や育児に追われる日々で少し疲労困憊

気味。

被験者C : 32歳男性 / 運送業

交際 6年の彼女と同棲中。3ヶ月前に祖母の死を経験。何の為に働いている

のかを見出せないでいる。

被験者D : 36歳男性 / 小売業

父、母、兄２人、姉の６人家族。身近な人の死の経験なし。今まで３回遺書

を書いた経験あり。最初は中学１年の時、世界情勢のニュースなどにより漠

然と不安になったため。

被験者E : 38歳男性 / エンジニア

妻、子の３人家族。祖父（95、96才くらい）の具合が悪い状況。口で何か

を説明することが苦手で、文章を書くのもあまり自信がない。祖父の健康状

態が気がかりの中、自身の健康診断の結果もあまり良くないことから、死を

前よりも意識するようになった。

被験者F : 44歳男性 / 会社役員

妻、子の３人家族。死を覚悟した経験はない。母を早くに亡くしている。コ

ロナ禍の中で漠然とした不安を抱えている。

被験者G : 42歳女性 / 主婦

夫、子の３人家族。10年前叔母が 40代で他界。2年前同級生が自殺。死は

自分とは遠い存在と捉えている。
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被験者H : 19歳女性 / 大学生

父、母、妹の４人家族。５年前祖父、大伯母が他界。立て続けに身内の死が

続いたことで、死を意識するようになった。

被験者 I : 34歳女性 / 訪問看護師 (兼経営)

夫、子の３人家族。身近な死の経験としては、親族ではいないが、仕事上、

看護の現場で月に 3～4件は看取りを経験している。

被験者 J : 21歳男性 / 大学生

父、母、妹の４人家族。死を覚悟するまでではないが、最近 38度の発熱を

した時に、結果新型コロナウイルス感染症ではなかったが少し緊迫した。

被験者K : 24歳男性 / 大学院生

父、母、妹の４人家族。１年前祖父母が他界。

被験者L : 54歳女性 / 社会保険労務士

身近な人の死の経験が多い。友人が乳がんで他界、2020年６～７月に先輩

の奥さんが他界。仕事仲間の税理士が脳出血。

被験者M : 50歳男性 / テレビディレクター

息子２人。離婚歴あり。離婚いついては子供に詳しく話していない。　　

3.2.3 インタビュー調査結果

（１）質問 「今回遺書を書いてみたのはなぜか」についてまとめる。

被験者A

「今書くなら自分はどんなことを書くだろうと思った。」

被験者B

「興味本位、経験がなかったので書いてみたかった。」

被験者C

「自分が今遺書と向き合ったらどんなことを書くのか興味があった。」

33



3. 遺書作成とモチベーション 3.2. インタビュー調査

被験者D

「遺書を書くのは４回目くらい。自分にとっては死がそんな縁遠いも

のではない。言いたいことが沢山あるのに普段言えてないから。」

被験者E

「いつの日か書かないといけないと思っていたけれど、タイミングが

わからなかったところに、このアンケートだった。」

被験者F

「どんなものかなと思って。」

被験者G

「書く前と書いた後に何か変化があるのか気になった。」

被験者H

「遺書は全くなじみのないもので、嫌悪感的なものもあり遠い存在で

あったが、これをきっかけに家族への手紙くらいの位置付けで書いて

みようと思った。「今の気持ちとか感謝を、大切な人に伝える」という

行為と考えるとハードルが高いものではなかった。」

被験者 I

「書いたことなかったので書いてみようと思った。」

被験者 J

「書いたことがなかったから。自分でも何を書くのか興味があった。」

被験者K

「死生観に興味があったから。」

被験者L

「良いきっかけ。いつ死ぬか分からない。」

被験者M

「そばに居るのが当たり前になっている人が大切なんだと改めて認識

できるのではないかと思い書いてみた。」

遺書を書いてみた動機としては、「書いたことがなかったから」「自分が何を書
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くのか興味があった」「良いきっかけ」というものであった。

（２）質問 「遺書を書いてみてどうだったか」についてまとめる。　

被験者A

「もっとちゃんと書きたかった。焦って書いてしまった。自分は良い人

生だったと言いたいんだなと気づいた。」　　

被験者B

「今もし自分が死んでしまったらやり残したことがいっぱいあるんだ

なということに気がついた。」

被験者C

「自分が宛てた人に対して、こんなに大切に思ってるのかと知れたこ

とが良かった。普段もうちょっと相手に素直に接したいと思った。」

被験者D

「遺書は何度か書いたことがあるので、迷いはなかった。」

被験者E

「何から書けば良いのか戸惑った。無難なものに落ち着いてしまった。

もう少し考えて書きたい。」

被験者F

「結局書かなかった。自分に遺書はいらないかなと思った。母を早く

に亡くしており、死は仕方ないことという意識で生きているから。」

被験者G

「今は健康で死が身近ではないが、ただこの先何が起こるか分からな

いので考えておかないといけないと思った。準備しておいたほうが良

いと思った。」

被験者H

「元気な状態なので内容もポジティブなもので、書いた後はスッキリ
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した気持ちになった。」

被験者 I

「自分の思っている深いところが出てきた。遺された人が前向きにな

るようなことを書いた。」

被験者 J

「死を考えることを初めてした。周りを大切に、日々を大切にしよう

と思った。」

被験者K

「考えさせられた。これから頑張ろうという気持ちになった。」

被験者L

「心の整理ができてスッキリした。もっと時間が欲しかった。書く項

目を整理したかった。」

被験者M

「何を書けば良いか悩んだ。書きながらこれで良いのかなと考えなが

ら書いた。細かいところまで書けなかった。死を考えないと実感でき

ないなと思った。」　

遺書を書いてみた結果、「スッキリした」「一日一日を大切に」「これから頑張ろ

う」という前向きな回答や「やり残していることがあることに気づいた」「相手の

ことをこんなに大切に思っていることに気づいた」という気付きがあったという

回答が得られた。また前述のアンケート調査の結果にもあったが、「何を書けば良

いか戸惑った」「ちゃんと考えてから書きたかった」という回答もあった。
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（３）質問 「遺書に対するイメージはどうか」についてまとめる。

被験者A

「遺書＝自殺というネガティブなものだったが、いつ死ぬかわからな

いし、自分の思いを伝える最後の心のやりとりという意識に変わった。

ネガティブなイメージは払拭された。」

被験者B

「死期がわかってから書くものだと思っていたが、認識がガラリと変

わった。」

被験者C

「自分の為になったなぁと感じた。半生を振り替えられるので人にも

勧めたい。」

被験者D

「遺書は何度か書いているので、特に大きな変化はなかった。」

被験者E

「財産を持っている人が書くもの、敷居の高いものという印象だった

が、実際書いてみると、家族に対して遺したい言葉が溢れてきた。もっ

と向き合う時間が欲しかった。」

被験者F

「悪いイメージはないが必要なものかどうかわからない。」

被験者G

「自分の親が書いたものをみるのだろうと思っていた。自分が書くと

いう意識は今までなかった。」

被験者H

「死ぬ間際の人のもの。良いイメージはなかった。書いてみてポジティ

ブに捉えられるようになった。死を改めて感じて、死ぬ前にやりたい

ことをたくさんやろうと思った。」

被験者 I

「遺される人へのメッセージというポジティブなもの。」
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被験者 J

「相続などのネガティブなイメージだった。書いてみて大切な人へ最

後に伝えられることというポジティブなイメージに変わった。」

被験者K

「手紙です。感謝を伝えるもの、自分と向き合うもの。」

被験者L

「初めは抵抗感があったが、書いてみてそれは軽減された。もっとしっ

かり書かないといけないと思った。」

被験者M

「遺書イコール死んでしまうことと思っていたが、書いてみると大切

な人への感謝の手紙だなと感じた。 」

遺書に対するイメージとしては、ほとんどの人がネガティブからポジティブへ

とイメージが変化していた。前述のアンケート調査の結果と同様である。また、

遺書は大切な人への手紙だと感じた人もいた。

　　

（４）気になった発言や行動がいくつか見られたので特筆する。

被験者B

本来は静かな個室で遺書作成をしてもらう予定だったが、5歳と 2歳の

子供から目が離せないということで、お子さんを目の前にして遺書作

成してもらった。「いつもはおもちゃを散らかして、汚して、片付けな

い。愛してはいるのだけど、毎日の家事に追われてイライラして子供

達をついつい怒ってしまっていたが、子供達を目の前に真剣に遺書と

向き合い自分が死ぬことを想像したら、今まで許せないことも許せる

ようになった。一緒に過ごせる時間をより大切にしようと思った。」と

いう言葉が印象的だった。
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被験者C

「何から書き始めて良いかわからなかったが、自身が死んだ後に遺され

た彼女が悲しまないようにしたいという気持ちが固まってからは、ペン

がスムーズに動いた。感謝の気持ちを綴っていると自然と涙が溢れて

来て、その涙で自分自身が相手のことをどれだけ大切にしてるかを再

認識できた」と語っていた。また、「遺書を書き終ってみてこれまで遺

書に抱いていたマイナスなイメージから前向きな気持ちになれた」と

これまで抱いてたイメージがこんなにも覆るのかと驚いていたのが印

象的だった。遺書作成後から１週間後に再度インタビュー調査をした。

その後何か変化はありましたか？という質問に「遺書を作成してから

彼女への感謝の気持ちが募って、今までよりも優しく接すようになり、

仕事帰りの彼女を毎日駅まで迎えに行くようになりました」と笑顔で

語っていた。「遺書と向き合う機会を作ってくれてありがとう」という

感謝の言葉をもらった。

被験者G

「はじめて遺書を書いたが、文章力に自信がないので、動画で喋り言

葉をそのまま録画した方が私らしさが残せると感じた。しかし動画は

どのように撮影すれば良いかわからないし、いざ撮るとなると恥ずか

しいし、手間もかかりそうなので音声録音でも良いのかなぁと感じた。

自分の親に残してもらえるなら動画の方が表情や声のトーンなどもわ

かるので親には動画で残してもらいたいと思った。」

被験者 J

「遺書に対してマイナスなイメージしかなかったので、今回遺書を書

くことに躊躇したが、書き終わったらポジティブなものに変化した。遺

書を書いている最中に自分が先に死んでしまうかもしれないという虚

しさと悔しさ、特に彼女に対して置き去りにしてしまう気持ちになっ

てしまい涙が出てきました。」また、「遺書はこの先も書きたいがタイ

ミングが難しい」とも語っていた。今回のような遺書を書く機会を与

えるということが大切である。
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被験者K

遺書作成から 1週間後のインタビューにて、「遺書を書いてから前向き

になったような気がする。これまでは頭の中で、あれやりたい、これや

りたいととか考えても、まぁいいかと実際行動まで起こすことが少な

かったが、遺書を作成してからはすぐに行動に移すようになった。英

語の能力をあげたいと思いTOEFLの勉強をするようになった。」と顕

著に前向きな変化が現れていた。　　

遺書は静かな個室で書く方が集中できる適した環境だと思っていたが、相手が

見える環境で遺書を作成することで想像していなかった効果がある可能性がある。

また、遺書を書きたいと思ってもタイミングが難しいという人もおり、遺書を書

く機会を与えるということも重要である。また、遺書作成後、時間の経過ととも

に気持ちの変化が行動に表れている人もいた。これは前向きな変化であり、遺書

作成が大きく影響していることがわかった。遺書作成過程には内発的動機を刺激

する要因があると考えられる。さらに遺書を書面で作成するより動画で作成する

方が、作成者にとっても受け取り手にとっても良いという人もいた。しかし遺書

動画はどう撮影してよいかわからず手間がかかりそうと消極的であった。

3.3. 考察

アンケート調査およびインタビュー調査から、遺書に対してネガティブなイメー

ジを持つ人が多いが、一度遺書を書いてみると遺書に対してのイメージがポジティ

ブなものに変化することがわかった。また、遺書作成をすることで、自分の気持

ちの整理ができてスッキリしたり、周りの人への感謝が増したり、一日一日を大

切に生きようと思うようになったりと、気持ちや考え方も前向きになることもわ

かった。さらに、自身の大切なことが明確になり気付きを得ることで行動にまで

変化が生じることもわかった。これらのことから遺書作成が内発的動機に影響を

与え、モチベーションを向上させると考えられる。また、遺書を作成したことで
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3. 遺書作成とモチベーション 3.3. 考察

死への不安が解消されて気が楽になるというような効果もみられた。遺書作成は

前向きなモチベーションを向上させるだけでなく、憂いを取り除き安心感をも与

えうると考えられる。その一方で、遺書を書くことで、自分の死後を強く意識し

すぎてしまい、気持ちが落ち込む人も少数ではあるが存在することを認識してお

きたい。遺書を書けば誰でもポジティブになるわけではないということは、忘れ

てはいけない点である。

作成者にポジティブな影響を与える遺書作成であるが、そこへと促すには、一

度遺書作成を体験すると遺書に対する意識が変わり、また書きたいと思うように

なるということから最初の一歩が重要である。そのためには簡単に気軽に遺書を

作成できることが必要である。また、死について考える機会を増やすことや遺書

は自殺や財産分与のためのものではなく、大切な人へのメッセージだと認識して

もらうことによって、遺書作成に積極的な姿勢を促せる。さらに、遺書作成後に

は遺書は死期がわかってから書くものではなく、書きたい時に何度でも定期的に

書く必要のあるものという意識に変わる。そこで定期的に書いた遺書を全て保存

し、遺書の変遷を遺すことで他の効果も期待されるのではないだろうか。

特筆すべきこととして、自分の口で伝えたい、声や日常の映像を遺してほしい

というような人もおり、今回の調査では遺書作成は文書で実施したが、表情や間

など文字だけでは伝えきれないことがあるということ、また、本研究における遺

書は遺言書とは異なり、法的なものではないことにフォーカスしていることから、

次章では動画による遺書を提案することとした。
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第 4 章

遺書動画サービスの設計

4.1. アンケート調査、インタビュー調査から見えた課題

遺書作成が内発的動機に影響を与え、モチベーションを向上させることがわかっ

た。しかしながら、3.1で述べたように、遺書は自殺や財産分与のためのものとい

う認識の人が多いため、遺書を実際に書いたことのある人は少ないということが

わかった。また、若い世代ほど遺書への関心が低く、生死に関わる経験がない人や

死について考えたことのない人も、遺書への関心が低いことがわかった。普段か

ら死について考える機会が少ないことが遺書への関心の有無に影響している。ま

た、遺書作成において、一度目の体験をすることが遺書に関心を持つ上で重要で

あることもわかった。一度作成するとまた書きたいと思う人が多かった。他に、遺

書を書く前に内容や構成を考える時間、書いた遺書の定期的な更新ということも

必要だとわかった。また、何をどう書いて良いかわからないという人も多かった。

また、3.2で気になったこととして、大切な人へのメッセージを受け取る方法に

おいては文書より動画の方が良いという回答があった。理由としては動画であれ

ば声や表情や動きなども伝わるし、文字だけでは細かいニュアンスが伝えきれず

読み手の受け取り方次第で誤解が生じる恐れもある為である。しかし自身のメッ

セージを動画撮影するには、撮り方がわからない、恥ずかしい、撮影に手間がか

かりそうなどの後ろ向きな意見が多く、動画撮影に対して消極的であることがわ

かった。
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4. 遺書動画サービスの設計 4.2. 遺書動画サービスの要求要件

4.2. 遺書動画サービスの要求要件

3章の結果から提案するサービスの要求要件を下記にまとめる。

1. 利用者像（女性寄り、４０代以上）に合わせた設計が必要

2. 気軽で簡単に遺書作成ができることが必要

3. 下書きなど作成前に考える時間が必要

4. 定期的に作成できることが必要

5. 遺書動画のガイドや見本のようなものが必要

6. 死や遺書への興味関心を促すことが必要

7. 長期保存することが必要

8. 受け手への確実な送信が必要

サービス設計をするにあたり、まず遺書を簡単に気軽に作成できることが必須

である。また、声や表情など文字では伝えきれないことから、書面による遺書よ

りも動画で遺書を作成するサービスを提案する。本研究ではスマホを利用して

遺書動画撮影、動画データの保存、遺書動画の送信を簡単に操作出来るアプリを

“ITAKOTO”と名付けて、開発と社会実装を進める。

4.3. ITAKOTOのプロトタイプ設計

4.3.1 ITAKOTOの概要

“ITAKOTO”は誰でも簡単に遺書動画の撮影ができ、発行されたURLを送付す

ることで遺書を大切な人に送ることができるサービスである。“ITAKOTO”は大

切な人に遺書を遺すことだけが目的ではなく、身体も思考も元気なうちに遺書を

作成することで、その作成過程で自分自身に気づきを得てモチベーションが向上
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4. 遺書動画サービスの設計 4.3. ITAKOTOのプロトタイプ設計

し、作成後の人生が実り豊かなものになることを期待している。相手の為に書く

遺書であるが、そのことが自分自身の為にもなるという遺書の概念を変えるサー

ビスである。サービス名の由来は、自身がこの世に「いたこと」、「言いたかった

こと」、死者を口寄せして亡き人の思いを伝達するイタコ、これらを集約して作っ

た造語である。この世から心残りをなくしたいという思いから生まれたサービス

である。

4.3.2 ロゴデザイン

要求要件 1から、親しみやすくわかりやすいものにするため、“ITAKOTO”の

ロゴは動画のサービスだと伝わりやすいように、国際規格で規定化されている動

画の再生マークと一時停止のマークを掛け合わせたものにした（図 4.1）。死ぬこ

とで人生は一時停止するが、思いを遺した動画が再生されることで、遺された人

たちの心の中で再び生き続けていく、一時停止したものが再生することで、未来

に繋がっていくという意味を込めてこのマークをデザインした。

図 4.1 ITAKOTOのロゴ

また、前章から男性より女性の方が遺書への関心が高いことがわかったが、こ

れは男性に比べて女性は家にいる時間が長く、親や子供に接する時間が長いこと

から、家族への意識が高まり遺書への関心が高くなるためと推測する。遺書動画

サービスを設計するにあたりユーザー数を増やすことを考えると、要求要件 1か

ら女性目線に沿った配色やイラストなどを考えた。「色の好みとパーソナリティと
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4. 遺書動画サービスの設計 4.3. ITAKOTOのプロトタイプ設計

の関係ー色の感情的意味からの考察ー」[16]によると男女ともに好きな色の上位

に共通しているのは青色系および緑色系である。特に男女ともに高い割合で好ま

れていた色はライトトーンの青緑であった。このことから、ターコイズブルーを

メインカラーとした。遺書を暗く重いものと受け止めて欲しくないという思いか

ら明るめの落ち着く色合い、神秘的な色合いという意味でも適した色である。

4.3.3 UIデザイン

要求要件 1、2から、高い年代に向けたわかりやすいものにするために、スマー

トフォンおよびアプリの取り扱いが不慣れな人でも簡単に操作できる設計にした

（図 4.2）。まずガイドに従ってスマートフォンで遺書動画を撮影する。次に発行さ

れた遺書動画のURLを届けたい人に送る。そして、受け取り手はURLが届いた

ら好きな時にweb上で開封する。このような簡単な手順のみにした。遺書動画を

アプリで管理・保管しやすくするために、はじめにアカウント設定、ユーザー設

定はあるもののスマートフォンの画面にわかりやすく次の指示が表示されるので

簡単に設定できる。サービスの入り口のタイミングでユーザーに沢山の負荷をか

けないようシンプルにした。

図 4.2 ITAKOTOの簡単な流れ
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4. 遺書動画サービスの設計 4.3. ITAKOTOのプロトタイプ設計

4.3.4 撮影の手順

要求要件 2から、気軽に簡単に撮影できるものにするため、撮影する際にカメ

ラをセットしたりというような手間がかからない方法として、スマートフォンの

カメラの利用を考えた。またスマートフォンであれば、遺書への関心が低い若い

世代にもアプローチできるためである。また要求要件 1から、スマートフォンの

操作もガイドに沿って進めば簡単に撮影できるような単純なものにした。

まず撮影前の準備として、図 4.3の１に示すように、「撮影をしやすい環境です

か？」、「誰に向かって話すか決まってますか？」ということを確認する。次に、

図 4.3の２では、遺書とは大切な人へのメッセージであることを認識させるため

に遺書と遺言書の違いを明確に伝え、遺書を大切な人へのメッセージや手紙のよ

うな意識で作成してもらうことを促す。次に、要求要件 5から遺書動画のガイド

として、撮影時、画面に質問を字幕で表示することにした。ある程度話すトピッ

クをアプリ側から投げかけることで迷いなく撮影しやすくなると考えたためであ

る。図 4.3の３で示すように、撮影時に表示する質問は事前に一覧（表 4.1）から

いくつか選択してもらう。この質問群は筆者の Twitterにて「大切な人に向けて

動画でメッセージを残すとしたら、どんなことを遺したいですか？」、「大切な人

のどんな内容の動画メッセージが届いたら嬉しいですか？」と問い、得られた回

答の中から多いものを抽出した。次に、図 4.4の４は、遺書作成に向けての導入

のアニメーションである。要求要件 3から、撮影前に考える時間を作るため、ア

ニメーションを見てもらいながら、考えをまとめたり気持ちを作ったりできる時

間を与え、自身の死後を想像しやすくする。そして準備が整ったら撮影を開始す

る（図 4.4の５)。
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図 4.3 撮影の手順（1/2）
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4. 遺書動画サービスの設計 4.3. ITAKOTOのプロトタイプ設計

図 4.4 撮影の手順（2/2）
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4. 遺書動画サービスの設計 4.3. ITAKOTOのプロトタイプ設計

表 4.1: 動画撮影前の質問候補と備考

質問候補 コメント

その方との思い出をお話しください。 この質問の選択率が高い

その方への謝りたいことをお話しください。 憂いを取って欲しい

その方への感謝の気持ちをお話しください。 選択率が高い

その方と聞いた曲はなんですか？ 曲を聞くことで偲びたい

その方と行った思い出の場所はどこですか？ いつか訪れたい

その方と食べた印象に残ってる食事は？ 食事を通して偲びたい

どんなことを大切にして育ててきましたか？ 教育論を聞きたい

お気に入りの場所はどこでしたか？ そこに行ってみたい

葬式の方法や延命治療について。 いざと言う時の為に

夢はなんですか？ 果たせなかった夢を共有したい

悲しまないで欲しい。なぜなら、、、？ 悲しみが和ぐ

好きだった日常風景は？ いつか訪れてみたい

心残りや引継ぎたいことは？ 解消してあげたい

死んだ後にして欲しいことは？ 叶えてあげたい

良い人生でしたか？ 故人の人生の充実度に触れたい

自分は相手にとってどんな存在だったか？ なかなか面と向かって聞けない

もう 1度行きたい場所はどこですか？ そこに行ってみたい

内緒にしてたことは？ 今だから言えることを聞きたい

その方にどう生きてもらいたいですか？ 生きる指針になる

あなたが影響を受けた相手は？ より深く知りたい
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また図 4.5のように、撮影は事前に選択した質問毎に撮影を進める。納得いく

動画が撮れるまで繰り返し撮影し、納得できる内容の動画が撮れたら、次へのボ

タンを押して、次の質問の撮影に進む。予め選択した質問であっても撮影途中に

やはり答えたくないと思えばスキップして飛ばすこともできるようにした。

図 4.5 プロトタイプのサービス画面

4.3.5 動画編集

要求要件 1、2から、わかりやすく簡単なものにするために、それぞれの質問毎

に撮影したものをクロスディゾルブを用いて動画と動画を自然な形で自動的に繋

ぐようにした（図 4.6）。作成者は編集されたものを確認し、好きな BGM（オリ

ジナル曲）を選択して、最終的に納得すればOKのボタンを押して URLを発行

する。

50



4. 遺書動画サービスの設計 4.3. ITAKOTOのプロトタイプ設計

図 4.6 動画編集画面

4.3.6 動画保存

要求要件 7から、撮影した遺書動画はアプリ内に保存でき、いつでも確認でき

るようにした。また、何度でも撮り直しができるが、今回のプロトタイプでは元

動画は上書きされていくことにした。製品化の際には元動画を残すか上書きする

かの選択も可能なものにする。しかしながら、保存するデータ容量によって費用

がかかるため、保存動画数、動画時間に上限を設ける必要があることも検討しな

ければならない。

4.3.7 遺書動画のURLの発行

要求要件 2から簡単な手順として、撮影された遺書動画のURLが発行され、そ

のURLを送信することで遺書動画を相手に送ることができるようにした。また、

発行されたURLは好きな時に相手に送ることができ、受け取った相手も好きな時

にその遺書動画を見ることができる。このURLを保管しておけば簡単に遺書動画

の長期保存が可能であり、要求要件 7を満たす。

本論文では遺書動画の送信については研究対象外であり、要求要件 8の遺書動

画を預かり確実に届けるということは、情報銀行 [17]の研究に期待する。URLの

送信のタイミングが送り手の死亡確認と連動させることが現在の法律やシステム

では難しいが、この先の法改正及び技術の進歩により、タイムカプセル的な送信

方法も今後は可能になるのではないかと考える。
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4.3.8 その他の機能

今回のプロトタイプでは設計できていないが、今後の設計において必要なこと

を下記に示しておく。

通知機能

　要求要件 4から、定期的に遺書動画作成を促すため、スマートフォン内の

プッシュ通知機能を利用し、作成のタイミングを自分では作れない人や忘れ

てしまっている人へ知らせを届ける。誕生日や記念日を事前に入力しておく

ことで、その都度プッシュ通知が届き作成を促す。また世界で起こる生命を

脅かすような時事のニュースなどと連動して、プッシュ通知することで作成

のきっかけになるのではないかと考える。

　また要求要件 6から、普段から死や遺書について考える機会を提供するた

めに、大切な人のことや遺書のことなどを日頃から思い出させるような毎日

の一言などをプッシュ通知する。

課金プラン

　要求要件 2から、気軽にサービスを利用してもらうために、選択プランに

無料のトライアルコースを設ける。遺書動画作成に対して消極的な人に無料

のトライアルコースを提示をして、まず一度目の遺書作成を体験してもら

う。前章で明らかになった遺書を作成することでモチベーションが向上する

という体験をしてもらうことが目的である。

　　　　

SNSとの連携

　要求要件 6から、遺書をもっと身近なものに感じてもらうために、SNSを

通じて遺書動画を発信しやすい仕組みを作る。SNS上で公開された遺書動

画 (公開可能と承諾を得たものに限る)が多くの人に目に止まることで、遺

書に対するイメージや概念が変わる体験の機会が提供できる。遺書という特

別な手紙を通してのコミュニケーションが増えることで、遺書の啓蒙活動に

も繋がると考える。
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　また要求要件 5から、遺書動画の見本として、他人が作成した遺書動画を

見ることで自分も作成してみたいと思う人を増やすことにも繋げる。　
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第 5 章

プロトタイプとユーザー評価

5.1. プロトタイプの概要

5.1.1 調査の目的と概要

遺書動画サービス “ITAKOTO”の設計をするにあたり、効果や課題を明らかに

するために第 4章で設計したプロトタイプを被験者に実際に使ってもらい評価し

てもらった。被験者第 3章で遺書作成をした人のうち、追加調査の協力が可能と

した人の中から、年代・性別が偏りすぎないように 5人を選出した。

一人ずつ zoomにて対面し、まずガイドなく自由に遺書動画を撮影してもらい、

次に作成したプロトタイプの画面を共有しながら再び遺書動画の撮影をしてもらっ

た。今回はプロトタイプであるため、画面の移行は被験者からの合図により筆者

が手動で行った。また、答えたい質問の事前選択は口頭で伝えてもらい、撮影時

には筆者が口頭で質問した。二度の遺書動画撮影後にインタビュー調査を行った。

図 5.1 zoomでの調査風景２
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5.1.2 被験者のプロフィール

被験者V : 38歳男性 / システムエンジニア

家族構成は妻、子供 2人。自分に万が一の事があった時に何か言葉を遺して

おかなければいけないと思いつつもその手段や機会に出会えず先送りにして

いた。新型コロナウイルスの影響で自分の死に対してより深く考えるように

なった。

被験者W : 36歳女性 / 医師

家族構成は父、母、2年交際中の彼氏。

被験者X : 46歳男性 / 運送業

家族構成は妻、子供 2人。遺書はいつの日か書くだろうと思ってはいるが、

どのように書けば良いかわからないのであまり考えないようにしていた。健

康診断に行って血液検査の結果が少し気になるところが出てきたので、これ

をきっかけに遺書と向き合ってみようと感じた。

被験者Y : 29歳女性 / 自由業

家族構成は父、母、兄。遺書には全く興味がなく自分が書くことなんて想像

もできない。今回被験者になるのも躊躇したが、興味本位で被験者を引き受

けた。

被験者Z :37歳男性 / 自営業

家族構成は父、母、兄弟が５人。次男で他の兄弟とは違って、好きなことば

かりして生きているので親に迷惑をたくさんかけている。兄弟が多くてひと

りっ子に憧れがある。口下手で親と会話があまりなく、自分がどんなことを

考えているかを両親はわからないのではないかと感じている。これを機に両

親にメッセージを残してみたい。
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5.2. ユーザー評価

被験者V

- 質問１「遺書動画を撮ってみてどうでしたか？」

　遺書を書くという人生で初めての経験を身近なスマホで体験する事が出来

ました。改めて自分の人生の意味を問い直した感覚です。妻に対するメッセー

ジの中で自分の人生の目標である一人でも多くの人を幸せにする事、「もっ

とこうしてあげたかった、もっと何をすればよかった」と足りない部分ばか

り話していました。もっと愛情を表現しないと後悔すると思った。自分自身

が最も大切にしたい存在である家族に気持ちを言語化する大切さを思い出し

ました。

- 質問 2「また遺書の動画を撮りたいですか？」

　書きたいと思う。1年毎に撮って更新したい。もう少し場所や服装をきち

んと考えて撮り直したい。ずっと残る映像だし身だしなみを整えてもう一度

挑戦してみたい。　

- 質問 3「書面と動画ではどのような違いがありますか？」

　通常の手紙の形式では遺書を遺す事は無かったと思います。動画アプリ

を通じて若いうちに遺書を遺す。未来から逆算して日々を生きる。このアプ

ローチを習慣化していきたい。動画の方が良いけれど、話すのが苦手で上手

く気持ちを伝えられなさそうという心配もある。　

- 質問４「動画で質問があるのとフリーで話すのはどちらが良いですか？」

　フリーで撮影すると言いたいことが次から次へと溢れ出てくるので、話が

まとまりにくいのに比べて、質問形式になるときちんと伝えたいことが順を

追って撮影できるので楽に撮影できた。質問に答える方式に最後にフリーを

足しても良いのではないかと感じた。

- 質問５「撮影してみて何か改善点はありますか？」

　最初に撮影した動画が最も自分らしく素直に気持ちを伝えられたので撮影
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した動画は全部保存できると良いと感じました。NG動画を家族が見れる方

が微笑ましいと感じた。誕生日の度に予約送信等できると良い。

　　

被験者W

　　　　 　　　　- 質問１「遺書動画を撮ってみてどうでしたか？」

　遺書撮影前の画面の言葉でぐっと気持ちを持っていかれ、スラスラと自分

の言葉で話せた。夫や娘に向けて感謝の気持ちを伝えることができ、感極ま

る思いになった。これまで味わったことのない感覚だった。

- 質問 2「また遺書の動画を撮りたいですか？」

　何度も更新したい。毎日日記のように綴るのも良いかもしれないと思っ

た。上書きではなくその時その時の自分の映像で遺したい。　

- 質問 3「書面と動画ではどのような違いがありますか？」

　絶対に動画の方が良い。声、表情、動きが伝わる。逆に遺書を受け取る側

として考えても動画の遺書の方が欲しいと感じた。また携帯に保存しておけ

ばすぐ見られるし、姿、声なども全て懐かしむことができるので良い。　

- 質問４「動画で質問があるのとフリーで話すのはどちらが良いですか？」

　質問がある方が思考が整理しやすいと感じた。しかし、業務的にもなりや

すいと感じた。フリーで話す方が感情が溢れてくると思った。

- 質問５「撮影してみて何か改善点はありますか？」

　法的な効力を持たないとのことでしたが、遺書で財産の話も残したいと思

う方は、重要な事なので司法書士に相談するという窓口などがあると良いと

思った。手持ちだと腕が疲れるのでスマホスタンドを使うように促すと良い

と思った。
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被験者X

　　　　 　　- 質問１「遺書動画を撮ってみてどうでしたか？」

　遺書ではありませんが普段の感謝を妻に伝えました。余命宣告を受けてる

わけではないからそう感じたのか、今を大事に生きて、時間を大切に過ごし

たいと強く感じた。インカメラだとモニター越しに自分と常に向き合うこと

になるので、泣きたくないとモニターをみながら感じた。泣いてる姿を見せ

たくない。悲しんでるところよりも強さを見せたいと感じた。

- 質問２「また遺書の動画を撮りたいですか？」

　遺書という観点では個人的な人生観としては抵抗があるので、今後の利用

についてはコメントを控えますが、私の体験はほんの一例ではあるものの多

方面での利用に将来性を感じました。

- 質問３「書面と動画ではどのような違いがありますか？」

　動画の方が書くよりも感情がのりやすい。動画の遺書の方が本人に直接伝

えてる感じがあって、物理的に自分の口から耳に入ってくるので考えさせら

れる。　

- 質問４「動画で質問があるのとフリーで話すのはどちらが良いですか？」

　質問を自分で選んでから撮影するので、とても話しやすい、話しかけてる

ようなスタンスになり自分の言葉が出て来やすい。質問されることで落ち着

いて過去を振り返るから感情は膨らむ気がした。自分の人生は良い人生でし

たか？という質問を選び、自分が今、とても幸せだと感じてることを認識で

きた。前向きに捉えられた。話したことでとてもスッキリとした清々しい気

もちになった。未来を想像出来る様な質問、例えば 10年後を想像した質問

があっても良いのではと感じた。

- 質問５「撮影してみて何か改善点はありますか？」

　遺言以外のメッセージで活用を促すのもとても有効だと感じました。様々

なシチュエーションでサービス展開できれば “ITAKOTO”の認知度も上が

ると思います。
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被験者Y

　　　　　　　　 　　　　　　- 質問１「遺書動画を撮ってみてどうでしたか？」

　動画を撮って、改めて今生きる意味、感謝していることを確認できまし

た。実際にこの遺書が届くことで、価値になるかと思いますが、利用するだ

けでも身の回りの方へ感謝を伝えよう、伝えられるうちに言葉にして伝える

ことが大切だと感じました。撮影した後に普段の生活が特別なものに見えた

ような気がします。当たり前を当たり前とせず、一日、一秒を大切にしたい

と思えるきっかけにできたのはとても大きな収穫でした。

- 質問 2「また遺書の動画を撮りたいですか？」

　また機会があったら撮ってみたいが、自発的に書くタイミングはないから

こういう機会がありがたいし、年に一回誕生日に書くことを促してもらい

たい。　

- 質問 3「書面と動画ではどのような違いがありますか？」

　書いたものよりも考えがまとまって具体的な話が出来て、思いものせられ

たのでより満足している。　

- 質問４「動画で質問があるのとフリーで話すのはどちらが良いですか？」

　文字での遺書、フリーで話す動画、質問がある動画の中では、圧倒的に質

問がある動画が話やすかった。しかしフリーで話す動画も話はまとまってな

いけれど伝える熱量としては高い気がするので、フリーと質問の併用が良い

気がする。

- 質問５「撮影してみて何か改善点はありますか？」

　遺書だけでなく、もっと気軽に日頃の感謝を伝えるプラットフォームにな

るのかなと思いました。遺書と日頃の感謝を分けて、日頃の感謝を伝える動

画サービスを現状の価格帯で提供し、遺書サービスと価格帯を分けてサービ

スを展開して欲しい。過去のことも触れたいが、未来の話をしてみたくなっ

て夢の質問を選んだ。
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被験者Z

　　 　　- 質問１「遺書動画を撮ってみてどうでしたか？」

　動画をとってみて自分がこんなにも感情をさらけ出せるのかとビックリし

た。感情が入りすぎて途中涙で声が詰まった。撮り終わって気持ちがスッキ

リしている。　

- 質問 2「また遺書の動画を撮りたいですか？」

　年齢と共に対象も変わっていくと思うので、定期的に動画を撮りたい。撮

りたい気持ちはあるが、どんな時に撮れば良いかわからない。自分でタイミ

ングを作るのが難しそう。　　

- 質問 3「書面と動画ではどのような違いがありますか？」

　文字で書いてるときには文面に意識が向かい、言葉使いが気になって感情

がのせにくかったが、動画だと感情が乗せやすく、言葉に詰まったり間違え

てもそれが自分らしさにつながると感じた。また動画の方が両親に向けて直

接話してるような錯覚を持った。　

- 質問４「動画で質問があるのとフリーで話すのはどちらが良いですか？」

　質問がある方が頭が整理できて話しやすかった。質問が画面にあるので見

る側も理解しやすいだろうと感じたので安心して話すことができた。　

- 質問５「撮影してみて何か改善点はありますか？」

　質問の選択肢をもう少し増やして欲しい。事前に動画を送る相手から聞い

てみたいことなどがわかるともっと話したい気持ちが高まると感じた。また

遺書を保管して定期的に更新できたり、任意の日時で相手に渡したりできる

サービスが欲しい。
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5.3. 考察

遺書動画撮影後は、書面での遺書作成と同様に前向きな変化が見られモチベー

ションが向上することがわかった。遺書作成は、書面でも動画でも媒体に限らず

ポジティブな効果を与えることができると言える。書面による遺書と動画による

遺書の比較では、動画の方が相手に直接話している感覚になり感情が入りやすい、

また、遺書の受け取り手として考えても動画による遺書の方が声や表情や動きが

伝わるため、書面よりも動画の遺書が求められることがわかった。また、撮影時

に質問によりガイドされると思考が整理できて話しやすいと感じる人が多かった。

一方、質問があると業務的な回答になり、自由に話す方が感情が溢れてきやすい

という人も少数いた。このことから、ある程度の質問などによるガイドは必要だ

が、動画の最後には自由に話す部分があると満足度の高い遺書動画ができると考

えられる。

また、定期的に撮りたいが自発的にタイミングを作るのが難しいということか

ら、誕生日など定期的に訪れる記念日に動画撮影を促す通知などが必要だと考え

られる。さらに定期的に遺書動画を撮影する際に最新版の遺書動画だけを保存す

るのではなく、過去の遺書動画も残し、その変遷も見たいということから、遺書

動画の更新時に上書きするか過去の動画もそのまま残すか選択できるようにする

必要がある。

他に “ITAKOTO”で扱う遺書は法的効力を持たないが、財産についても遺した

いという人のために法律事務所などへの相談窓口をサービス内に設けることも検

討したい。さらに今後、遺書以外のメッセージでも “ITAKOTO”の活用を促し、

日常的なコミュニケーションツールとしても利用できる可能性も考える。
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第 6 章

結論と今後の展望

6.1. 結論

本論文では遺書動画サービス “ITAKOTO”の提案と社会実装を行い、サービス

デザインを試みた。遺書は日本人にとって敬遠しがちなものだが、遺書作成をす

ることで自身にとって何が大切なのかを改めて考え気づきを得て、モチベーショ

ンが向上され、前向きに生きることに繋がると考え、その有用性について論じて

きた。第 1章では本研究の背景である筆者の経験から、遺書作成を行うことにより

モチベーションの変化が生まれ、人生を前向きに生きていくことができるのでは

ないかという仮説を立てた。その上で日本社会における現代の死生観や遺書の利

用状況の現状について述べ、死と向き合うことが少なくなり、家族間においても

死についての議論がなされておらず、本来有用である遺書は敬遠されていること

に言及した。第２章では遺言書の歴史、遺書と遺言書への国民の意識、遺言書の

作成状況について触れ、遺書の研究が十分になされていないことについて述べた。

また従来遺書は文書であるが、音声や動画など遺書にふさわしい媒体を模索する

ために過去の研究を紹介した。遺書作成によるモチベーションの変化に関する先

行研究はなく、遺書を作成することでモチベーションの向上に繋がるという可能

性があることを述べた。第 3章では “ITAKOTO”のサービス設計に向けて、遺書

作成がモチベーションに与える影響および人々の遺書に対する意識と課題を把握

するために、遺書作成および遺書に関する意識調査のアンケートとインタビュー

を行った。結果として、遺書作成によって遺書に対するイメージはネガティブな

ものからポジティブなものへと変化し、モチベーションの向上も見られた。第 4章

ではコンセプトの要求要件を満たすプロトタイプ “ITAKOTO”の設計を行った。
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スマートフォンを用いて、誰でも簡単に気軽に遺書動画撮影ができるプロトタイ

プの “ITAKOTO”を設計した。第 5章では “ITAKOTO”のプロトタイプの実証実

験を行った。“ITAKOTO”のプロトタイプを zoomの画面共有を通して被験者に

体験してもらい、その効果をインタビューにより検証した。結果として、遺書動

画作成後は、書面での遺書作成と同様に前向きな変化が見られモチベーションが

向上することがわかった。書面で遺書を遺すよりも動画で遺書を遺す方が相手に

直接話している感覚になり感情が入りやすく、動画の遺書の方が求められること

がわかった。また撮影時に質問を “ITAKOTO”側から投げかけガイドすることに

より、思考が整理できて話しやすいと感じる人が多く、遺書の完成満足度も高く

なると考えられる。

6.2. 今後の課題と展望

本研究では遺書作成により作成者に前向きな変化が見られモチベーションが向

上することが明らかとなったが、今後の課題として、受け取り手への影響も検証

したい。従来遺書は死後に開封することが常識とされてきたが、作成者が生きて

いる間に遺書の内容に触れることは受け取り手にとってもポジティブな影響が見

られると推測する。今回の研究では、作成者のモチベーションの変化に焦点を当

てたが、受け取り手のモチベーションの変化も検証し、作成者と受け取り手の双

方に効果が示されると、サービスの幅がさらに広がると考えられる。

また遺書の媒体を文書と動画にて、作成者のモチベーションの変化をそれぞれ

検証したが、動画と文字、音声と文字といったように作成方法を組み合わせること

によってモチベーションへのさらなる効果も期待できるのではないかと推測する。

本研究において遺書作成によるモチベーションの向上が示されたので、遺書と

いうものが潜在的に持っている力があると証明できたと言える。今後人間にとっ

て必要不可欠であるコミュニケーションを図る上で、遺書は重要な要素の一つで

あることを示すことができた。新しいメデイアが登場するたびに、どのメディア

が遺書の媒体として相性が良いのか、送り手と受け取り手の双方に着目し検討し

ていく必要があるのではないだろうか。将来、“ITAKOTO”によりこれまで他人
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の為に遺す遺書というものが、自分の為に遺す遺書という概念に変わり、それが

受け取り手にとっても有用なものとなり、日常的なコミュニケーションツールと

して浸透することを目指す。

6.3. “ITAKOTO”の製品化に向けた考察
　

• 遺書動画撮影前の簡単なチュートリアルを用意する。遺書作成にも動画撮影

にも不慣れな人の為に撮影の仕方や参考になる遺書動画のサンプルを見て

もらう。これにより遺書動画作成の際にイメージしやすくなり動画撮影がス

ムーズに行えると考える。

• 今回のプロトタイプでは動画編集は自動編集としたが、作成者自身で編集も

できる機能を追加すると、より作成者のオリジナリティが反映された遺書動

画となり、作成者の満足度も上がると考える。また “ITAKOTO”が提供す

るオリジナル楽曲に加えて、作成者が好きな楽曲や制作した楽曲を編集し

た動画に加えることが可能となると、さらに遺書動画のクオリティが上がり

サービスとしても満足を得られると考える。その際には著作権の問題も検討

しなければならない。好きだった音楽、好きだった景色、好きだったレスト

ラン、好きだったお酒、ファッション、車などなどあらゆる好きだったもの

共有する為に映像を差し込んで動画編集するとサービスの幅がさらに広がる

のではないかと考える。

• 現行の設計では遺書動画を何度も撮り直すことは可能だが、新規動画のみ

保存可能である。元動画も保存し遺書の履歴を残すことが可能になると、作

成者の死後に遺された人たちが遺書動画を見る際に、故人の遺書の変遷に

触れることで故人のメッセージをより深く理解することに繋がると考える。

しかしながら課題点としては、保存するデータ容量によって費用がかかるた

め、保存動画数、動画時間に上限を設ける必要がある。いずれにしても大量

のデータをどのように預かり保存していくかはこの先も検討の必要がある。
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• 遺書を届けるタイミングについて、現行の設計では動画撮影をしてURLを

発行し、作成者が生きている間にしか送信できない。死後も含め、任意の日

時で相手に遺書動画を届けることが可能になるとサービスの幅が広がる。例

えば、メインバンクの口座名義が自分から配偶者に変更されたトリガーで、

自動的に遺書が送信されるなどの機能があると利用者にとって、より満足の

いくサービスになると考える。また、受け取り手が遺書動画を見るタイミン

グについては、相手に遺書動画を作成したことだけを通知し、相手がそれを

見るタイミングは作成者の許可を反映させるようなシステムも検討したい。

• マネタイズについてはデータを預かるという点でコストが発生するものと

する。データ容量や保存期間などにより、無料プラン、有料プランを設ける

などしてユーザーそれぞれに合わせたサービスを提供できるようにしたい。

また、データの保証という点も今後考えなければいけない課題である。

• “ITAKOTO”は遺書動画データを長年預かり管理する長期的なサービスで

あるため、例えばスマートフォンを更新した際に “ITAKOTO”を入れ忘れ

たり、“ITAKOTO”は復活したとしても通知を許可しなかったり、IDやパ

スワードを忘れたりといったような日常的に起こり得る問題にも対応でき

るシステムが必要である。また、さらに長期的な観点から、現在はスマート

フォンのアプリで展開しているが、今後その時代にあったデバイスに常に順

応していくことが必要となるだろうと考える。

• “ITAKOTO”というアプリで展開できるサービス以外に、遺書の個展を開

いたりメディアを通して遺書の啓蒙活動をすることが必要である。遺書に対

するネガティブなイメージの払拭と前例に触れることでサービスへの興味や

関心が高まると考えるためである。

• 現在はエンディングノートというものが存在しており、自身が死亡した時

や、判断力・意思疎通能力の喪失を伴う病気にかかった時に希望する内容を

記すもので、延命措置や介護について、財産や葬儀についてなどが主に書か

れている。法的効力を有する遺言とは異なり、存命中や死後の家族の負担を

減らすことを目的としており、相手のために作成する要素が大きいものであ
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6. 結論と今後の展望 6.3. “ITAKOTO”の製品化に向けた考察

る。“ITAKOTO”は、法的効力は持たない点では共通しているが、遺書動画

を撮影することで自身と向き合うことになり、そこからの生き方の指針を得

られるなど、作成者への好影響が期待できるものであると考えており、エン

ディングノートとの差別化をしていきたい。

• 遺書作成をすることで遺書に対するイメージや考え方は一変する人が多い

が、やはり、遺書という単語の負のイメージが強いため、作成までのハード

ルは高い。本調査においても遺書という感覚よりも手紙という感覚で作成し

たいという意見があった。だが、この遺書というハードルこそが、死と向き

合うという観点で重要な単語であると考える。このハードルを超えてでも

動画で遺書を遺したいと思った人が、遺書動画に向き合い、言葉にして思い

を遺す作業をするからこそ、今まで自分の中で考えてこなかった人生観や死

生観に到達するのだと考える。遺書というハードルをどう超えて人々にこの

サービスを利用してもらうかは、遺書動画サービスにおいて、今後の大きな

課題の一つであると考える。

• “ITAKOTO”は身体も思考も元気なうちに利用することで、自分にとって本

当に大切なものを再認識でき、自身の人生の指針を見出すことのできるツー

ルにしていきたいと考える。しかしながら、余命宣告を受けてる人や死期が

迫っている人が作成した遺書動画を見ることを想像すると、心苦しく感じて

しまい抵抗がある、忘れたいのに忘れられなくなる、映像だとリアルすぎて

見ていられないなどという意見もあり、動画や音声で伝えることの懸念点も

ある。
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付録 A

被験者Sへのインタビュー

被験者 S : 32歳男性 / 会社員

被験者Yの交際相手が被験者 Sである。交際期間は 2年。遺書に対しては今まで

1度も考えたことないし、自分にとっては遠い存在のもので関心が薄い。

遺書動画の受け取り手への影響を調査するため、本研究の第５章にて被験者Y

が “ITAKOTO”のプロトタイプを使用して作成した遺書動画を実際に相手の被験

者Sに見てもらったあと、被験者Sにインタビュー調査を行った結果を下記に記す。

・まだ生きてる人から遺書が届けられてどう感じましたか？

「自身の感情は寂しさと不甲斐なさを感じました。覚悟みたいな物も感じます。」

・生きてる間に遺書動画が見れて良かったと思いますか？亡くなってから見た

いと思いましたか？

「見れて良かったと思います。亡くなってからも見たいと思います。捉え方が

変わりそうな気もするので。」　

・何回も見たいと感じましたか？

「ずっと手元に残すと思いますが、何度も見たいとは思いません。今は生きて

いるので彼女の死んだ仮定の映像は何度もみないが、もし死んでしまったら、も

しかしたら何度も見るのかもしれません。」
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A. 被験者 Sへのインタビュー

・動画での遺書の良いと思う点と悪いと思う点

「紙と動画、内容は変わらなくても伝わり方が違うので、動画の方が彼女らし

さが伝わると感じた。そこが動画の良い点だと思いました。その反面実際に死ん

でしまったら伝わりすぎて、悲しみから抜けられないのではと想像した。良い部

分も悪い部分もあるのではないかと感じた。」

・あなた自身が遺書動画を撮りたいと思いましたか？

「今の自分は撮りたくないと思いました。自分の死を想像できないので、上手

く伝えれないと感じた。」

・改善点があれば

「遺書を撮影するきっかけがないことが気になりました。年代や宗教によって

抵抗感のある方もいると思うので、遺書とは違う使い方ができるといいなと思っ

た。動画という選択肢が増えることはとても良いと感じました。」
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付録 B

被験者Tのインタビュー

被験者T : 36歳女性 / 主婦

家族構成は夫、子供 2人。今回遺書に関する本調査に関心を持っていたが、５歳と

３歳の子供から目が離せないため、調査の条件である 1人で静かな場所で撮影と

いう条件が満たせずに本研究の被験者からは外れていた。しかし、とても興味深

いインタビューができたので、この付録に記載することとした。被験者Tに、子

供達 2人が目の前で遊んでいる状態にて、遺書動画の撮影を試みてもらった。遺

書動画を撮影するまでは、日々家事と育児に追われて、余裕のない精神状態であっ

た。家族への揺るぎない愛情は変わらないものの、お片付けがきちんとできない

子供や、育児をあまり手伝ってくれない夫に対してのストレスが溜まっていたが、

おもちゃで遊んでいる子供達を目の前に自分が死ぬことを想像しながら家族への

メッセージを考えていると、日々ストレスに感じていたことが、とても些細なこ

とに思えて心が軽くなり涙が溢れてきた。遺書を作成する前にモチベーションの

変化が現れた稀有な結果となった。遺書というものを通して、死と向き合うこと

で人間にとって大きなモチベーションの変化が起こることを期待させる実りのあ

るインタビューとなった。
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